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気候変動枠組条約の３つの原則 
 
原則１：持続可能な開発 

超長期＋環境と経済の両立 
 

原則２：地球規模での費用対効果 
  地球全体で温室効果ガス濃度の上昇を抑制 
 
原則３：衡平の原則（差異ある責任と能力に応じて負担） 
  温室効果ガス排出で経済発展をした先進国の責任 
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京都議定書の特徴（１） 
これまでタダであった温室効果ガスの排出に正の価格をつ

ける．つまり，   
 
 
 
 
 

生産をするのに温室効果ガスをたくさん使う

物や化石燃料の価格を上げることによって，

その消費をおさえる．そうすることによって，

地球を温暖化から守る． 
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京都議定書の特徴（２） 
先進国に温室効果ガスの排出上限を設けた（たとえば，日

本の上限は９０年比で９４％）．つまり， 
 
 
 
いいかえると，議定書は価格を固定し，量で調整するメカニ

ズムを採択しなかった． 

議定書は排出量を固定し，その価格で調

整するメカニズムを選択した 
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炭素税の特徴（１） 
炭素税は温室効果ガスの排出をタダにしない．炭素をより多

く使う物の値段を上げるので，京都議定書の特徴（１）を満た

す．ところが，炭素税率（価格）は簡単には変更できない．つ

まり，炭素税は価格を固定し，排出量で調整するメカニズム．

いいかえると 
 
 

 

炭素税を骨格とする政策は

京都議定書と不適合 
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炭素税の特徴（２） 
炭素税が高いと排出総量が減り，低いと排出総量が増える．

広く薄い炭素税（３４００円／Ｃｔ）を骨格とする政策では，議

定書の排出上限を達成できないかもしれない． 
 
 
 
遵守できないと，＜過剰排出量×１．３倍＞を第二約束期間

に削減せねばならない． 

炭素税を骨格とする政策では京都

議定書を遵守できない可能性 

 7

京都メカニズム 
固定された数量目標のみでは，景気変動などで議定書の目

標を達成できない可能性．そこで議定書は，ある国における

議定書の排出上限を達成するのに，他国での削減量を用い

ることができる制度を導入． 
 
 
 
 

・排出取引 
・クリーン開発メカニズム 
・ジョイントインプレメンテーション 
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排出取引 
排出量を固定し，取り引きする排出枠の価格で調整するの

が排出取引．つまり，国の枠組みないしは骨組みとして採用

すべき政策は排出取引．  
    
つまり， 
 

京都議定書と適合する政策は排出取引 

炭素税単独ではなく，排出取引とうま

くなじむ炭素税制度を設計できるのか

どうかがほんとうの課題 
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ＥＵの経験 
９０年前後に北欧諸国で炭素税（環境税）の導入． 
９０年代後半 ＥＵ共通炭素税の失敗． 
９７年 京都議定書の採択． 
９８－２０００年 議定書における排出取引が実行しにくくなる

ように交渉． 
２０００年３月のグリーンペイパーで排出取引の導入の宣言． 
２００５年よりＥＵ域内の排出取引を実施予定． 
 
 ＥＵでは炭素税から排出取引へとシフト！ 
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